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 令和６年３月１日 

               狭山市長 小谷野  剛 

 

狭山市規則第３号 

   狭山市行政組織規則の一部を改正する規則 

 狭山市行政組織規則（平成７年規則第１８号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第１項第６号中「こども支援課」を「こども政策課 こども支援課」に改め、

同条第２項中第５号を削り、第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、第２号の次

に次の１号を加える。 

（３）市民課 マイナンバーカード交付推進室 

 第５条第１項の表企画財政部の部行政経営課の項第５号及び第６号を次のように改

める。 

  （５）デジタル技術の活用に係る施策の企画、推進及び調整に関すること。 

  （６）行政手続のオンライン化に関すること。 

第５条第１項の表企画財政部の部行政経営課の項に次の２号を加える。 

  （７）デジタル技術の活用に向けた人材育成に関すること。 

  （８）その他デジタルトランスフォーメーションに関すること。 

 第５条第１項の表企画財政部の部情報政策課の項中第２号を削り、第３号を第２号

とし、第４号から第７号までを１号ずつ繰り上げ、同表市民部の部市民課の項中第３

号を削り、第４号を第３号とし、第５号から第１１号までを１号ずつ繰り上げ、第 

１２号を削り、同項に次のように加える。 

   マイナンバーカード交付推進室 

   （１）番号法第２条第７項に規定する個人番号カードの普及促進に関すること。 

   （２）電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法

律（平成１４年法律第１５３号）に基づく電子証明書に関すること。 

 第５条第１項の表こども支援部の部こども支援課の項の前に次のように加える。 

  こども政策課 

  （１）こども政策の企画及び調整に関すること。 

  （２）子ども・子育て家庭の支援計画に関すること。 

  （３）こども支援部の所管に属する施設の整備改修計画の策定補助、進捗管理及

び調整に関すること。 



  （４）少子化対策に係る調査研究及び総合調整に関すること。 

  （５）若い世代向けの住宅用地の整備等に関すること。 

 第５条第１項の表こども支援部の部こども支援課の項第１号中「子育て支援施策の

総合調整」を「こども支援施策の実施及び推進」に改め、同項中第２号を削り、第３

号を第２号とし、第４号から第６号までを１号ずつ繰り上げ、第７号を削り、第８号

を第６号とし、第９号から第１２号までを２号ずつ繰り上げ、同部保育幼稚園課の項

第１号から第６号までを次のように改める。 

  （１）保育の実施に関すること。 

  （２）市立保育所に関すること。 

  （３）民間保育園等の認可及び整備に関すること。 

  （４）民間保育園等の運営支援及び指導監督に関すること。 

  （５）保育幼稚園課の所管に属する施設の整備改修計画の策定に関すること。 

  （６）私立幼稚園の運営支援に関すること。 

 第５条第１項の表こども支援部の部保育幼稚園課の項中第７号から第１２号までを

削り、第１３号を第７号とし、第１４号を第８号とし、第１５号を第９号とし、同項

第１６号中「子育て支援拠点の整備」を「狭山市いりそ次世代支援センター（公共広

場を含む。）」に改め、同号を同項第１０号とし、同部青少年課の項中第７号を第８

号とし、第６号の次に次の１号を加える。 

（７）青少年課の所管に属する施設の整備改修計画の策定に関すること。 

 第５条第１項の表健康推進部の部健康づくり支援課の項中 

「  （８）ふれあい健康センターに関すること。              

    新型コロナウイルス感染症対策室 

    （１）新型コロナウイルス感染症に係る総合的な対策に関すること。」 

を 

「  （８）ふれあい健康センターに関すること。 

   （９）予防接種に関すること。                  」 

に改め、同表会計課の項第１０号を削り、同条第２項の表こども支援部の項中「こど

も支援課」を「こども政策課」に改め、同条第３項及び第４項を削る。 

   附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 


